
 

 

長門市文化会館「ラポールゆや」指定管理者候補者の選定結果について 

 

長門市文化会館「ラポールゆや」に係る指定管理者の選定について審査を行った結

果、次のとおり候補者を選定したので報告します。 

 

記 

 

１．指定管理業務を行う公の施設の概要及び指定管理期間 

 ア 施設の概要 

名称 位置 施設の構成 

長門市文化会

館「ラポール

ゆや」 

長門市油谷新別名

10833番地 

(1)大ホール  

(2)楽屋 1・2 

(3)コミュニティホール 

(4)視聴覚室 

(5)研修室 1 

(6)研修室 2 

(7)駐車場 

 

イ 指定期間 

 令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの１年間 

 

２．選定の手順 

  選定委員会では、応募者から提出された「事業計画書」及び「応募者に関する書

類」について、資格要件の確認及び応募者の説明による事業計画のヒアリングを行

った後に審査基準に沿って審査を行い、候補者を選定しました。 

 

３．選定までの経過 

  これまでの募集に係る経過について、事務局報告を記載します。 

事  項 年 月 日 備考 

募集公告 令和６年 10月 11日（金）  

説明会の申込み 
令和６年 10月 15日（火） 

 ～10月 18日（金） 
 

説明会（現地見学会）の開催 令和６年 10月 22日（火）  

質問受付 
令和６年 10月 17日（木） 

～10月 18日（金） 
 

質問回答の公表 令和６年 10月 22日（火）  

申請書類の受付 
令和６年 10月 23日（水） 

～11月 1日（金） 
１団体 



４．選定委員会の開催 

年 月 日 内   容 備考 

令和６年 

11月５日（火） 

・公募概要、審査基準の説明 

・応募者からの事業計画の説明及びヒアリング 

・事業計画の審査 

・指定管理者候補者の選定 

 

公募期間  令和６年 10月 11日（火）～令和６年 11月 1 日（金） 

 

５．審査の方法について 

（１）審査項目（計 100点） 

審査項目 審査内容 配点 

１ 管理上の総合的な方針 

（20点） 

管理を行う上での基本方針 10 

達成目標の設定及び達成方策 10 

２ 文化事業に関する提案 

（25点） 

文化事業を行う上での基本方針 10 

文化事業の実施計画 15 

３ 維持管理・運営業務に関

する提案 

（15点） 

維持管理・運営事業の基本方針 5 

サービス向上に向けた提案 5 

維持管理・運営業務に関するその他

の提案 
5 

４ 管理体制（20点） 

組織体制 5 

個人情報の取り扱い 5 

類似施設の管理の実績 5 

経営の安定性 5 

５ 収支計画（20点） 

収支計画 10 

指定管理料の額及び収入の確保・経

費縮減方策 
10 

 

（２）審査方法 

提出された事業計画書及び応募者に対するヒアリングを基に、委員ごとに審査

（評価）、集計した上で協議を行い、候補者を選定しました。 

 

 

 



６．審査結果 

（１）応募状況 

   応募団体数 １団体 

 

（２）応募者の資格等の適合状況の審査 

長門市スポーツ文化交流課において、応募者が応募資格を満たしていることを

確認、報告を受けました。 

 

（３）審査結果（※ 評価の結果は、別表のとおり） 

評価の結果を基に協議を行い、全員一致で応募者を候補者として選定、市長に

報告することとしました。 

   ■指定管理者候補者 

住 所  長門市仙崎 10818番地 

    団体名  公益財団法人長門市文化振興財団 

         理事長 大谷 恒雄 

 

７．委員意見 

施設の老朽化や利用者数減少等の諸課題もあり、人員体制に不安が残るが、こ

れまで、複数施設を指定管理しているという経験値を生かし、安定した運営を確

立することを期待している。 

 

 

 



別 表 

 

１．審査結果 

審査項目 審査内容 配点 

指定管
理者 

候補者 

１ 管理上の総

合的な方針 

（20点） 

管理を行う上での基本方針 10 8.44 

達成目標の設定及び達成方策 10 7.44 

２ 文化事業に

関する提案 

（25点） 

文化事業を行う上での基本方針 10 8.00 

文化事業の実施計画 15 12.00 

３ 維持管理・

運営業務に関す

る提案 

（15点） 

維持管理・運営事業の基本方針 5 4.33 

サービス向上に向けた提案 5 4.22 

維持管理・運営業務に関するその他の

提案 
5 4.11 

４ 管理体制

（20点） 

組織体制 5 4.22 

個人情報の取り扱い 5 4.67 

類似施設の管理の実績 5 4.67 

経営の安定性 5 4.11 

５ 収支計画

（20点） 

収支計画 10 7.78 

指定管理料の額及び収入の確保・経費

縮減方策 
10 7.44 

合   計 100 81.44 

※ 指定管理者候補者の欄の得点は、出席委員の合計点数を出席委員の数で除した

もの 

 

２．指定管理候補者の提案した指定管理料の額 

（指定期間の総額、消費税及び地方消費税を含む。） 

公益財団法人長門市文化振興財団 ４０，６７６，０００円 

  ＜備考＞ 

   ※指定期間は、令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの１年間 

   ※指定管理料の額は、指定管理者からの提案金額を基に、市と指定管理者が締

結する協定によって定める。 


